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「
散
不
足
」

「
緊
不
足
」
口

と

|
|
坂
鉄
論
に
み
る
儒
家
財
政
思
想
ー
ー

四

問
民
の
経
済
生
活

-
「
人
病
家
不
足
」

財
政
収
入
が
、
そ
の
形
態
の
如
伺
を
問
わ
ず
総
て
結
局
は
国
民
の
負
担

に
帰
す
る
こ
と
は
、
「
利
は
天
よ
り
米
ら
ず
ド
叩
よ
り
も
出
で
ず
、
一
巨

之
を
民
間
に
収
る
」
と
文
学
D
士
が
喝
破
し
た
通
り
で
あ
る
。

前
節
空
で
で
一
応
開
政
収
支
の
分
析
を
終
え
た
の
で
、
本
節
で
は
、
武

帝
時
代
に
徹
底
的
収
奪
を
蒙
っ
た
問
民
一
般
の
生
計
、
所
得
の
状
況
を
観

察
し
、
そ
の
問
に
人
病
疑
不
足
の
実
態
を
見
ょ
う
と
思
う
。

武
帝
時
代
白
戸
口
に
つ
い
て
は
別
=
仕
を
欠
く
。
漢
書
地
理
志
に
千
帝
元

始
二
年

(

A

n

二
年
)
の
数
字
ー
と
し
て
、
戸
二
一
、
二
一
一
三
、

O
六
二

日
王
九
、
五
九
四
、
九
七
八
と
あ
る
。
こ
の
数
字
白
身
の
信
滋
性
も
問
題

で
あ
ゐ
が
、
そ
れ
よ
り
約
百
年
遡
る
武
帝
時
代
の
戸
日
。
大
体
を
推
察
す

る
一
資
料
主
一
品
与
え
よ
う
か
。
当
時
の
生
清
水
準
に
つ
い
て
は
、
平
準
需
に

今
上
(
武
晴
)
川
即
位
の
数
戒
に
至
る
ま
で
、
漢
興
り
て
七
十
余
年
の

「
散
不
足
」
と
「
環
不
足
」
伺

桑

出

幸

問
、
国
家
事
無
く
、
水
早
田
災
に
週
ふ
に
非
れ
ぼ
、
民
ほ
即
ち
人
給
し

家
足
る
。
網
疏
に
し
て
民
宮
み
、
役
財
し
て
騎
溢
寸
。
或
は
兼
併

夜
党
の
徒
、
以
っ
て
郷
曲
に
武
断
す
る
に
雫
る
。
宗
室
の
土
有
る
も
の
、

公
卿
大
夫
以
下
、
曹
停
を
争
ひ
、
定
直
血
(
服
、
借

t
L、
限
度
無
し

と
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
長
期
戦
争
に
突
入
す
る
以
前
の
殿
宮
を
描
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
己
の
文
で
は
、
同
民
の
家
計
内
容
を
考
察
す
べ
き
具

体
性
を
欠
〈
憾
み
が
あ
る
。
そ
こ
で
少
し
く
時
代
を
遡
る
と
、
戦
因
調
の

F
2
〉

有
名
な
十
字
恒
の
所
説
を
見
出
す
。
そ
こ
に
現
れ
た
農
家
々
計
の
モ
デ
ル
を

要
約
表
示
す
る
と
、
別
表
三
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
平
成
の
収
穫
が
前

提
と
し
て
い
る
が
、
し
か
も
尚
年
に
凹
五

O
銭
の
赤
字
を
生
じ
て
い
る
。

降
っ
て
前
悦
文
帝
時
代
の
民
家
白
状
況
を
報
ず
る
も
の
と
し
て
晃
錆
の
言

が
あ
る
ロム7

農
夫
五
川
H

の
家
、
共
の
役
に
服
す
る
者
二
人
を
干
b
ず
。
共
同
一
能

く
耕
す
者
も
ぽ
晦
に
過
ぎ
ず
勤
背
比
く
の
如
し
。
尚
ほ
復
た
水
山
手

第
八
六
巻

九
七

第
六
号

九



散
不
足
」
と
一
帯
不
足
」
伺
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の
災
を
被
る
ω

急
政
暴
賦
、
賦
政
昨
な

b
f

有
る
品
は
半
十
到
に
し

て
而
し
て
売
り
、
亡
喜
者
は
砧
称
の
忠
を
取
ら
る
。
且
正
に
お
し
V

て
町
宅

を
売
り
、
子
孫
を
鰐
ぎ
て
以
っ
て
立
を
償
ふ
者
あ
り
(
商
買
の
)

男
は
耕
転
せ
ず
、
女
は
五
臓
せ
ざ
る
も
、
衣
は
必
ず
文
栄
、
企
は
必
ず

梁
肉
。
良
夫
の
古
亡
く
し
て
杵
栢
の
得
有
り
此
れ
尚
人
の
良
人
を

兼
併
す
る
所
以
、
決
人
の
流
亡
す
る
所
以
の
者
な
り
。

と
。
彼
の
云
う
所
に
よ
れ
ば
、
一
家
五
日
、
土
地
再
晦
と
い
う
標
準
的
な

農
家
の
経
済
は
決
し
て
楽
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
百
悔
の
収
胃
石
に

過
ぎ
ず
」
が
事
実
な
ら
ば
、
別
表
コ
一
白
李
酔
的
決
家
に
比
べ
て
生
産
性
的

向
上
が
認
め
ら
れ
な
い
所
か
、
む
し
ろ
低
を
み
る
。
琶
{
仲
釘
の
武
帝
へ

の
奏
言
に
も
農
家
経
済
の
窮
状
を
窺
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
日
く

泰
に
至
り
井
聞
を
除
き
て
民
売
買
す
る
こ
と
を
得
、
富
者
は
田

伴
侶
を
連
ね
、
貧
者
は
立
錐
の
地
亡
し
力
役
、
古
に
三

Q
倍
す
。

田
租
、
日
賦
、
塩
鉄
の
利
、
古
に
二

O
借
す
。
或
は
豪
民
の
回
全
耕
L

ハ
4
V

て
什
五
を
税
せ
ら
る

と
。
貧
富
白
懸
絶
、
租
税
公
課
白
増
大
は
著
し
い
傾
向
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
漢
書
食
貨
志
に

是
よ
り
後
、
外
四
夷
を
事
乏
し
、
内
功
利
を
興
す
。
役
費
並
び
興
り
て
、

而
し
て
民
本
を
去
っ

と
誌
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
帝
治
下
一
二

O
年
に
亘
る
戦
争
の
時
代
に
入

っ
て
事
態
は
益
々
悪
化
す
る
。
武
帝
の
商
業
資
本
撲
滅
政
策
は
農
業
に
対

す
る
商
業
資
本
の
圧
迫
兼
井
を
取
り
除
い
た
が
、
そ
れ
に
代
っ
て
現
わ

「
散
不
足
」
と
「
E
R
不
足
」
伺

た
国
家
権
刈
に
よ
る
収
奪
と
、
貨
幣
機
構
を
通
ず
る
収
和
平
を
蒙
っ
て
、
今

や
農
家
経
済
は
崩
壊
に
瀕
L
、
最
後
の
牛
産
手
段
仙
川
上
地
を
も
手
放
し
て
、

小
作
農
ゃ
、
日
胆
章
、
、
奴
稗
に
転
落
す
る
持
が
続
出
す
る
。
長
期
戦
争
に

よ
っ
て
直
接
、
同
接
に
農
村
白
蒙
っ
た
打
撃
に
つ
い
て
は
、
塩
鉄
論
の
中

で
文
学
・
賢
良
の
士
が
櫨
々
述
べ
て
い
る
。
一
家
の
文
住
た
る
若
者
が
、

後
に
は
老
弱
の
人
達
ま
で
も
が
綴
役
に
戦
争
に
、
二
年
も
三
年
も
に
亘
コ

て
駆
り
出
さ
れ
、
往
い
て
還
ら
ぬ
昔
も
少
く
な
い
。
田
租
は
一
-
一

O
分
の
一

で
高
半
と
は
云
え
な
い
が
、
恭
二
に
明
ら
か
な
通
り
、
算
賦
、
口
賦
、
夏

賦
を
は
じ
め
貨
幣
で
納
め
る
税
種
が
多
く
な
り
、
そ
の
為

r穀
物
の
販
売

を
強
い
ら
れ
る
。
恐
ら
く
農
家
所
得
の
半
ば
以
上
が
吸
い
上
げ
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。
壬
の
農
業
所
得
は
ど
う
か
と
云
う
に
、
先
に
李
院
説
と
日
流
出
説

の
比
較
を
試
み
た
よ
う
に
、
技
術
的
進
忠
一
が
な
い
上
に
、
労
働
力
を
奪
わ

れ
、
重
要
な
生
産
手
段
た
る
鉄
製
最
器
具
は
専
売
制
之
な
り
「
貧
民
或
い

は
木
耕
手
軒
」
す
る
に
至
つ
た
と
い
わ
れ
前
v

均
輸
や
平
準
も
徒
ら
に
貧
r回
汚
吏
・
富
商
軽
買
を
肥
ら
せ
る
の
み
で
あ

る
。
頒
々
た
る
貨
幣
改
備
に
よ
っ
て
誕
き
目
に
遭
う
の
も
常
に
農
民
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
県
民
の
無
産
化
が
普
遍
的
と
な
る
。
無
産
農
民
の
増
大

は
、
労
働
報
酬
の
低
減
を
招
く
理
で
あ
り
、
反
回
、
農
業
労
働
の
余
剰
価

値
部
分
に
対
す
る
収
奪
の
増
大
を
意
味
す
る
。
社
山
間
VD
宮
は
、
日
V

J
つ
し
て

豪
族
、
官
僚
、
戦
争
便
乗
商
人
等
の
手
に
集
中
す
る
。
そ
こ
に
著
惨
を
生

む
の
は
必
歪
で
あ
り
、
貧
農
の
悲
惨
な
生
活
と
は
対
限
的
な
、
豪
脊
な
生

活
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
壊
欽
諭
散
不
足
腐
に
描
き
出
さ
れ
た
富
者

第
八
十
六
巻

九
九

第
六
号

回
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な
ら
び
に
之
に
追
随
す
る
「
中
者
」
の
消
貨
生
惜
の
態
様
は
別
表
四
に
よ
っ

て
窺
い
知
れ
よ
う
c

脊
修
の
風
は
農
村
に
も
波
及
し
、
農
民
の
消
費
生
前

に
影
響
を
与
え
、
家
計
収
支
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
激
化
し
、
ま
た
農
民
の
勤

労
芯
欲
を
減
殺
し
、
離
村
傾
向
を
促
進
す
る
り
に
役
江
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

塩
鉄
論
に
車
不
問
治
則
、
持
不
骨
折
歳
、
一
車
千
石
、
一
衣
十
鐘
掘
と
あ
る
。

こ
れ
は
穀
物
価
格
が
、
相
車
と
か
衣
類
と
か
い
う
第
二
次
院
議
製
品
に
比

し
て
相
対
的
に
下
落
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
。
相
関
初
以
来
の

責
農
政
院
に
よ
っ
て
耕
地
面
積
が
増
大
し
、
社
会
的
な
穀
物
生
産
高
は
急

〈
刊
U
V

献
に
増
加
し
た
こ
之
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
之
は
穀
価
に
影
響
せ
ず
に

は
お
か
な
い
で
あ
ゐ
う
。
前
節
に
み
た
よ
う
な
、
国
営
農
業
の
拡
大
も
玄

た
、
市
場
に
お
け
ゐ
穀
物
需
給
に
変
動
を
来
さ
し
め
穀
価
下
落
D
A
要
因

を
な
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
生
産
性
の
向
上
は
な
く
と
も
、

制
地
雨
宿
の
増
大
に
よ
り
祉
会
的
な
穀
物
生
産
高
は
増
加
し
、
従
っ
て
比

例
税
率
を
し
乙
る
同
町
帆
の
軽
減
も
可
能
と
な
る
。
し
か
し
農
家
一
戸
当
り
の

生
産
高
は
む
し
ろ
減
退
し
、
他
方
、
貨
幣
納
税
は
増
加
し
、
而
も
穀
物
の

尚
品
化
が
岡
脈
を
加
え
、
そ
の
何
格
は
低
帯
す
る
。
か
く
し
t
卒
僅
的
農

家
の
一
ぷ
計
は
愈
々
般
綻
に
刷
出
す
る
。

破
綻
に
潤
し
た
良
一
水
立
訂
を
、
さ
ら
に
破
械
の
淵
に
追
い
落
す
働
き
を

し
た
の
は
、
人
災
H
H
戦
争
と
並
ん
で
、
し
ば
し
ば
襲
来
し
た
大
災
で
あ
ろ

う
。
平
埠
虫
同
や
州
問
書
五
訂
志
か
ち
、
こ
の
吋
代
市
災
害
記
録
を
蛤
か
年
代

順
に
示
し
た
の
が
別
表
五
で
あ
る
。
元
狩
三
年
や
一
応
鼎
二
年
白
水
吉
に
際

し
て
、
被
災
者
救
仙
の
普
後
策
が
種
々
部
ぜ
ら
れ
た
こ
左
は
、
平
準
書
に

「
散
不
足
」
と
「
紫
不
足
」
悼

要 i

iRす

一品， 歳
/'1-

秋担

長.J1:

殺人

武帝時代災害発生状況

前エ司瓦一一
表豆

! 7G光の頃 河観に

元光 5 13C 秋眼

6 129 豆大早

1元朔 5 124 者大早

元狩 3 120 山東ホ
よ早

元叫 2 115 山東和I
不宣数

5 112 政院

iJL;封 6 105 私瞳

太初 1 104 夏眠

3 102 秋哩
天慎 1 100 夏大平

3 98 豆大皐

征和 l 92 夏大卒

2 91 地震圧

3 90 秋臨

4 89 亘血早

年

明
ら
か
で
あ
る
が
、
武
帝
末
年
左
も
な
る
主
、
備
蓄
主
て
も
な
い
ま
ま
に

扶
手
放
置
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
個
別
的
に
み
て
き
た
悪
条
件
が
幾
重
に
も
重
な
り
合
っ
て
、
社

会
、
と
く
に
長
村
社
会
の
荒
廃
は
甚
だ
し
い
も
り
が
あ
っ
た
。
食
貨
士
山
に

仲
釘
死
し
て
後
、
功
費
窓
甚
し
く
し
て
天
下
虚
耗
L
、
人
復
た
相
食

む
と
あ
り
、
昭
帝
紀
の
賛
に
も

承
幸
凪
者
惨
余
倣
師
旅
之
後
海
内
庇
耗
戸
口
減
半

L

乙
晶
り
、
更
に
五
行
志
に
も

武
帝
冗
光
四
年
征
伐
凹
市
川
崎
山
三
十
余
年
天
下
一
戸
口
減
半

と
み
え
る
の
直
接
問
接
戦
争
に
起
凶
す
る
死
亡
者
の
数
は
、
驚
〈
ベ
き
穴

第
八
十
六
巻

回。
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「
散
不
足
」
と
「
照
不
足
」
仲

き
さ
を
以
っ
て
史
一
品
川
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
瓦
朔
六
年
だ
け
で
も

「
漢
軍
の
士
馬
死
す
る
者
十
余
万
」
で
あ
り
、
白
金
と
五
鉄
銭
を
鋳
造
し

て
か
ら
五
年
間
に
「
吏
民
の
間
鋳
に
坐
し
て
死
す
る
者
数
十
万
人
、
そ
の

発
覚
せ
ず
し
て
相
殺
す
苫
計
ふ
る
に
勝
ら
べ
か
ら
ず
」
で
あ
っ
た
。
一
見
鼎

二
年
山
東
河
災
に
際
L
「
人
或
は
相
食
む
」
惨
状
を
呈
し
た

n

董
仲
街
の

死
後

rも
「
人
復
た
相
食
む
」
に
至
っ
た
こ
》
」
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。

前
節
r
l
た
よ
う
に
、
一
一
一
成
の
幼
児
に
ま
で
口
賦
が
課
徴
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
殺
子
の
風
が
生
じ
た
と
い
円
。
又
、
戦
争
は
男
女
の
仲
b
z

隔
て
た
が
、

貧
富
町
懸
隔
と
相
伐
つ
て
佐
酔
貯
は
こ
の
時
代
の
一
世
相
で
あ
っ
た
弘
一
月
。

こ
の
よ
う
な
表
現
に
は
多
少
白
誇
張
を
含
む
こ
と
と
思
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
相
当
大
幅
た
人
口
減
少
な
み
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
数
千
万
に
の
ぼ
る
人
口
が
「
半
減
」
し
た
と
は
、
尚
措
受
取
り

難
い
。
だ
が
、
武
苛
末
年
と
も
な
る
と
、
疏
民
が
続
出
流
亡

L
て
、
佃
且
尻
、

原
農
、
奴
料
と
な
っ
て
豪
族
、
権
門
に
吸
収
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
官
奴
や

経
過
に
よ
り
果
て
た
り
し
た
も
の
色
思
わ
払
問
。
従
っ
て
、
こ
り
よ
う
な

盗
賊
に
な
り
官
庁
O
戸
籍
簿
に
E
M
枕
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
、
即
ち
謀
税

や
鶴
設
の
対
象
か
ら
脱
稿
し
た
者
が
、
野
し
い
数
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
と
推

察
さ
れ
る
。
世
間
書
に
云
う
一
戸
口
一
と
は
、
課
税
、
絡
役
の
対
象
と
し
て

把
捉
さ
れ
た
戸
口
の
意
味
と
解
す
れ
ば
、
「
半
減
」
し
た
と
い
う
の
も
満

更
虚
様
で
あ
る
と
は
云
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
戦
争
と
者

修
と
は
財
政
を
通
じ
て
一
般
品
目
民
に
対
L
、
撤
民
酌
な
仕
迫
・
収
奪
を
加

え
、
そ
の
生
活
を
危
殆
に
淵
せ
し
め
、
遂
に
戸
口
の
、
と
く
に
課
税
対
象

第
八
十
六
巻

郡
穴
川
方

目。

問

団

戸
口
の
減
少
を
摺
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

節
用
而
愛
人
、
使
民
以
隔
一

r
ス
P
1
ガ
ン
と
し
、
「
民
の
食
を
足
首
)

こ
主
を
以
っ
て
政
治
の
第
一
一
提
…
押
し
」
み
る
儒
家
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ

う
な
一
般
良
民
の
料
済
的
崩
壊
迦
程
は
、
到
底
黙
視
し
得
ぬ
所
で
あ
ろ
う
。

人
向
疑
不
足
則
身
危

の
一
句
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

ω
玩
鉄
論
、
非
職
第
七

ω
穂
積
文
雄
、
苧
但
の
平
籍
法
に
就
い
て
経
済
論
殻
第
五
十
三
巻

捨
五
号
参
照
。

ω同
ω
加
藤
繁
訳
註
、
謀
者
全
貨
志
上
。

同
商
人
に
対
す
る
租
税
の
重
謀
、
名
目
禁
止
、
塩
鉄
専
売
、
均
輪
、

平
町
平
等
D
、
二
坦
O
政
衆
、
平
準
書
品
沙
問
。

肱
鉄
論
軽
量
第
十
四
、
(
御
史
)
大
夫
君
運
器
質
、
建
国
用
、
能

天
7
晦
鉄
諸
利
、
以
排
富
商
大
目

的

ω
臨
鉄
論
、
未
通
部
T
主
(
文
学
)
回
唯
一
二
十
而
以
頃
畝
出
税

加
之
以
口
賦
更
蘇
之
役
、
率
一
人
之
作
中
分
共
功
、
農
夫
悉
其
所
得

或
仮
貸
而
滋
之
、
是
以
百
岨
疾
耕
力
作
而
機
寒
遂
及
己
也

同
、
往
者
軍
陣
数
起
用
度
不
足
以
一
管
徴
賦
、
常
取
給
賎
民
田
家
又

被
其
労
故
不
青
山
川
於
南
敵
也
、
大
抵
謹
賦
皆
在
大
家
苧
一
正
畏
岬
不
敢

応
宜
、
刻
急
制
民
細
民
不
堪
流
亡
遠
去
、
中
家
為
之
包
出
後
亡
者
為

先
亡
者
即
事
、
錦
民
数
創
於
悪
立
政
相
倣
紋
去
尤
甚
而
就
少
君
。

馬
乗
風
、
中
国
経
新
史
第
二
冊
、
第
一
泊
第
二
草
、
対
外
戦
争
与



経
済
破
雄
、
同
第
二
篇
第
一
牢
、
漢
代
農
業
生
産
之
諸
問
題
参
照
。

仰
塩
鉄
前
、
非
映
第
七
、
執
務
第
三
十
九
、
和
親
第
四
中
入
、
締
役

第
四
十
九
。

ω
注
助
参
照

M
仰
塩
鉄
論
、
禁
耕
第
五
、
水
早
節
三
十
六
。

同
同
、
木
議
第
一

ω
問
、
錯
幣
第
四
。

同
岡
、
本
議
前
一
、
未
週
第
十
五
、
国
疾
第
二
十
八
、
長
賓
第
三
十

一一一。

同
同
、
本
議
第
一
、
力
耕
第
一
、
錯
幣
第
四
、
刺
権
第
九
、
刺
復
第

十
、
未
通
第
十
五
、
地
広
第

1
ハ
、
首
宵
第
十
七
、
致
学
第
十
人
、

国
疾
第
二
ア
八
、
散
不
足
第
二
十
九
、
敢
闘
第
三
十

馬
葉
風
前
圏
在
第
一
篇
第
三
阜
、
財
宮
集
中
与
階
扱
関
係
之
羽
状

挙
前
亮
出
。

M
H

塩
鉄
市
、
木
議
第
一
、
力
排
第
一
一
、
通
有
第
三
、
刺
権
第
九
、
園

他
第
十
=
一
、
地
広
第
十
六
、
同
院
第
一
一
十
八
、
散
不
足
第
三
十
九

M
W

岡
、
本
議
純
一
、
泊
有
第
一
一
一
、
判
権
第
九
、
同
疾
第
二
寸
入
、
散

不
足
第
二
十
九
。

納
平
準
書
、
持
係
欲
省
庇
杭
之
泊
穿
沿
阿
保
以
為
日
田
作
者
数
万
人

朔
方
亦
芽
渠
作
者
数
万
人
各
時
比
二
三
期
功
未
成
町
民
亦
谷
巨
万
十

数
同
(
元
狩
三
年
)
徒
置
民
於
関
問
及
充
聞
方
以
南
新
車
中
七
十
余

「
散
不
足
」
と
「
環
不
足
」
伺

万
口同

(
元
鼎
五
年
)
初
慌
張
披
酒
泉
郡
而
上
郡
聞
方
問
河
河
西
開
閉

官
斥
塞
卒
六
十
万
人
成
田
之

川
開
西
海
会
要
在
五
十
五
、
食
貨
六
、
荒
政
、
坂
貸
の
項
を
み
る
に
、

良
書
善
後
策
の
記
祇
比
一
河
川
間
二
年
ま
で
で
、
そ
れ
以
後
は
記
凱
が
な

し

M
W

漢
書
七
二
貢
高
伝
、
武
帝
征
伐
四
夷
重
賦
於
民
民
虚
子
一
歳
則
山

ロ
銭
故
民
主
困
主
於
生
子
靴
殺
甚
可
悲
紺

M
W

塩
鉄
論
非
酷
第
七
、
散
不
足
第
二
十
九
、
執
務
第
=
一
中
九
。

ω
問
、
未
通
第
卜
託
、
食
貨
志
、
萱
仲
好
上
一
育
。

凶
論
語
、
学
而
。

助
問
、
顔
淵
、
子
貫
間
政
、
子
日
足
食
足
兵
民
信
之
会
。
子
買
日
必

不
得
己
而
去
於
斯
三
者
何
先
、
日
来
兵
、
守
貢
問
必
不
得
己
而
去
於

斯
二
者
何
士
、

F
去
食
自
+
口
皆
有
死
民
俗
山
信
不
立

五

「
散
不
足
」
と
「
暗
部
不
足
」
の
関
連

が来済面政
存た生を支こ
記の活、出れ
すでをそのま
るあ観し面で
。 る察てを、

塩がす憩I み第
鉄、る困、二

諭三色白河第節
の者云で三で
中のう人。節散。
で間同病υ で不。
、にに棄。国。足。

散。は、不。病。の
不。も三 Jl.Q 索。阿
足 。とつの不。容
のよの実足。を
諭り側態をな
議問国Iをみす
の接をみるも

皇中不佃るたの
か nf出IJ ためと
ら分 的 め に 者
、なにに財え
い相取国政ら
つ h 扱民収れ
L 閥つの入る
か係て経の財

第
八
十
六
巻

回。
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「
散
不
足
」
主
「
褒
不
足
」
仲

緊
不
足
諭
が
現
れ
て
来
た
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
当
る
。

民
一
村
時
代
二

O
年
に
耳
る
戦
争
は
、
全
社
会
の
軍
事
情
勢
力
を
総
動
員

せ
ず
に
は
止
ま
な
か
っ
た
。
こ
主
に
山
は
君
主
専
制
の
時
代
で
あ
る
。
独

裁
若
王
の
超
越
的
権
力
白
下
に
あ
っ
た
撲
の
引
会
、
経
済
は
、
戦
争
、
と
上

流
階
閉
の
事
停
と
の
為
に
、
無
限
の
半
仕
、
機
件
h
g
強
い
ら
れ
た
。
戦
争

の
微
化
、
拡
大
に
伴
う
経
費
膨
肢
は
加
速
度
的
で
あ
り
、
国
家
財
政
は
常

に
赤
字
に
悩
み
、
財
務
官
僚
た
ち
は
其
の
克
服
に
狂
奔
し
た
。
即
ち
困
病

問
抗
不
足
で
あ
る
。
財
政
収
入
の
欠
乏
は
財
政
収
支
の
パ
フ
ン
ス
を
破
り
、

必
然
的
に
刷
政
支
出
回
目
構
成
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
巴
専
ら
軍
事
関
連

れ
費
と
、
上
流
階
Mm
の
著
惨
を
支
え
る
諸
費
日
正
に
財
政
支
出
が
集
中
L
、

国
民
杭
済
の
緋
持
、
救
済
な
い
し
発
肢
を
め
ざ
す
民
生
安
定
的
、
社
会
保

障
的
在
は
に
対
す
る
圧
迫
が
強
ま
っ
た
。
一
般
国
民
が
政
治
の
思
択
に
浴

す
る
こ
し
乙
が
無
く
な
り
、
天
災
地
変
に
遭
っ
て
も
棄
て
て
顧
ら
れ
な
い
様

な
事
熊
、
こ
れ
が
政
治
に
則
し
て
云
え
ば
「
則
政
怠
」
で
あ
り
、
国
民
の

経
済
生
活
の
立
場
で
は
「
散
不
足
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
時
代
的
経
済

単
位
の
典
型
と
も
云
う
べ
き
農
家
の
家
計
は
、
も
主
も
と
経
済
的
基
礎
の

脆
弱
な
と
こ
ら
へ
、
過
附
な
経
済
統
制
政
院
に
よ
っ
て
所
得
面
に
打
黙
を

受
付
、
物
刷
、
人
的
な
強
制
課
徴
の
激
増
に
よ
っ
て
非
常
な
傷
手
を
蒙

り
、
し
か
も
非
常
事
態
に
際
し
て
も
保
護
保
障
が
与
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
新
町
引
は
モ
白
平
衡
を
失
い
|
|
人
病
野
U
V
Lー
い
|
つ
い
に
そ
れ

向
身
の
存
立
条
件
宇
唾
わ
れ
、
流
亡
、
転
蕗
の
コ

l
ス
を
辿
る
者
が
羽

れ
る
。
と
こ
ゐ
が
、
人
民
大
衆
こ
そ
大
帝
国
の
財
政
の
基
盤
を
な
す
財

四十ハ

• 

納
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
財
源
の
破
滅
は
直
ち
に
財
政
収
入
の
上
に
反
映

せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
と
く
に
、
前
デ
一
節
に
み
た
通
り
、
租
税
体
系
の
中

で
人
問
税
が
意
き
を
な
す
に
お
い
ヤ
は
尚
更
そ
の
影
響
は
大
で
あ
っ
た
。

か
く
て
附
政
は
本
格
的
な
財
源
枯
渇
に
悩
む
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
緊

不
足
の
病
状
は
愈
々
深
刻
と

な
る
。

。
。
。

要
す
る
に
散
不
足
は
財
政

支
山
の
う
ち
民
生
安
定
的
、

社
会
保
障
的
支
出
が
過
小
で

あ
る
点
を
指
摘
す
る
も
の
で

。
。
。

あ
り
、
来
不
足
は
国
家
・
国

民
主
れ
ぞ
れ
の
経
済
に
お
付

る
収
支
の
ア

y
バ
ラ
ン
ス
日

赤
宇
を
指
す
も
の
と
云
え
よ

。
。
。
。
。
。

う
。
散
不
足
と
褒
不
足
と
は

相
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、

図
一
の
よ
う
な
、
尉
政
と
国

民
の
経
済
と
の
同
の
一
つ
の

経
済
的
循
環
を
、
三
つ
の
視

点
か
ら
把
握
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思

循
環
を
繰
返
す
う
ち
に
、
同

第
八
十
六
巻

凶
の
四

間柄夜不足

i散不足」と|採不足jの附連図ー

第
六
号

人柄車不足



民
経
済
は
政
政
せ
ら
れ
、
社
会
は
衰
弱
L
、
兵
も
足
ら
ね
ば
良
も
足
ら
ず
、

民
の
信
も
史
わ
れ
て
政
権
転
磁
の
因
を
つ
く
る
と
主
と
な
る
。
こ
れ
が
即

(
2
〉

ち
亡
同
の
道
で
あ
ろ
う
。

。
。
。

と
こ
ろ
で
、
坂
銑
論
散
一
小
足
鯖
を
吟
味
す
る
に
、
散
不
足
白
現
象
は
上

流

階

層

に

お

け

る

者

惨

に

の

み

基

配

内

す

る

も

の

で

あ

る

か

の

印

象

を

唯

受
け
る
o

こ

れ

は

、

塩

鉄

諭

争

の

酎

闘
わ
お
れ
た
附
帝
始
一
五
六
年
の
頃

は
、
さ
し
も
の
長
期
戦
争
も
そ
の

帯
主
閉
じ
、
平
和
的
経
済
再
建
の

時
期
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
平

う
。
財
政
閣
で
は
軍
事
費
の
支
出
和

は
既
に
急
減
L
、
著
修
の
思
習
が
、
脈

帝
室
を
頂
点
と
す
る
支
配
階
般
の
気

聞
に
視
強
く
残
存
し
、
こ
れ
が
財
ニ

政
再
建
を
阻
止
す
る
要
凶
と
な
っ
図

て
い
P
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
戦
後
経
済
再
建
白
鎚
と
考

え
ら
れ
る
黙
縮
財
政
を
実
現
す
る

。。

た
め
に
は
、
著
停
の
抑
制
が
不
可

欠
の
条
件
と
さ
れ
た
白
で
あ
ろ
う
。

「
散
不
足
」
ー
と
「
環
不
足
」
伺

"J (尉

そ
し
て
、
そ
れ
を
顎
汗
と
し
て
先
に
凶
一
に
み
た
よ
う
な
存
済
の
恵
術
探

を
断
ち
切
「
て
、
円
滑
な
経
済
循
環
1

|
図
二
に
み
る
よ
詮
っ
た
ー
ー
の
実

現
が
期
待
き
れ
?
の
で
あ
ろ
う
。
塩
鉄
諭
に
い
わ
ゆ
る
気
脈
和
平
と
は
、

こ
の
様
な
状
態
を
指
す
も
り
之
一
五
え
よ
う
。

(

S

V

 

諭
請
に

百
姓
疋
君
執
与
不
足
、
百
姓
不
足
君
執
与
足

と
あ
る
が
、
塩
鉄
請
の
情
家

t
ち
は
、
こ
の
孔
子
の
精
神
を
財
政
思
想
の

上
に
、
よ
く
顕
現
開
花
せ
し
め
た
も
り
左
云
土
ょ
う
か
。

ω
別
表
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、
殆
ん
ど
全
て
の
税
唾
に
わ
た
っ
て
比

倒
的
税
率
が
適
用
せ
ら
れ
た
主
い
う
こ
と
は
、
低
所
得
層
に
対
し
て

そ
の
負
担
を
過
重
な
ら
し
め
る
、
即
ち
逆
進
的
な
税
制
で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
る
。

塩
動
専
士
引
は
消
費
税
の
一
変
態
と
み
る
乙
と
が
出
来
よ
う
@
拙
稿

「
泰
弘
羊
の
専
売
諭
」
前
出
、
参
照
。

管
子
は
臨
鉄
等
の
専
売
を
主
張
し
た
が
、
彼
は
租
税
廃
止
を
前
提

と
し
て
、
そ
れ
に
替
る
収
入
・
と
し
て
専
売
を
採
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

穂
積
文
雄
、
先
秦
経
済
思
却
史
論
参
照
。

ω
塩
酷
諭
非
職
第
七
、
(
士
学
J
V

商
職
以
重
刑
哨
法
為
秦
固
基

知
其
為
審
開
帝
菜
、
不
知
其
為
秦
致
亡
道
也
徴
箕
不
杷
存
亡

国
也
ロ

ω
凱
淵
第
十
二
。

簡
八
十
六
巻

四

C
五

節
ハ
苛

凹

じ



「
散
不
足
」
ー
と
「
環
不
足
」
M
H

む

す

び

以
上
、
「
散
不
足
」
k
「
緊
不
足
」
と
を
中
心
と
し
て
、
塩
鉄
論
に
お

け
る
儒
家
財
政
思
想
を
追
求
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
先
秦
時

代
の
庶
想
と
比
聴
し
て
、
ど
の
よ
う
な
変
化
、
発
展
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

穂
積
文
雄
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
、
先
秦
経
済
思
想
の
特
質
の

第
一
は
、
そ
の
「
消
械
性
」
で
あ
る
の
重
良
、
制
欲
、
節
倹
、
均
分
、
斡

税
等
の
諸
罰
叩
に
表
現
せ
ら
れ
る
消
極
的
な
特
色
は
、
法
家
よ
り
も
儒
家
に

お
い
て
濃
厚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
経
済
に
対
す
る
道
徳
町
優

位
を
認
め
、
道
徳
の
先
行
条
件
主
し
亡
の
み
経
済
を
重
ん
ず
る
儒
家
の
理

念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
当
然
の
帰
結
と
云
う
ベ
#
で
あ
ム
リ
う
か
ロ
と
く
に

財
政
に
閃
し
て
は
「
そ
白
論
ず
る
経
済
学
は
専
ら
人
民
経
済
岩
レ
く
は
社

会
経
請
を
主
世
と
し
、
国
家
財
政
に
重
っ
て
は
、
社
会
経
済
さ
へ
正
し
く

解
決
さ
る
れ
ば
其
れ
は
問
題
と
す
る
に
止
り
な
い
と
考
へ
(
日
」
風
で
あ
っ

た
。
前
節
に
描
げ
た

百
姓
足
君
執
与
不
足
、
百
姓
不
足
君
軌
与
足

白
一
句
は
財
政
軽
視
の
思
潮
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
秦
模
古
代

帝
国
が
成
立
し
、
中
山
火
集
権
的
国
家
白
専
制
下
に
お
か
れ
た
国
民
の
経
済

は
、
財
政
の
在
り
方
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ロ
国

家
の
除
制
が
法
家
的
に
な
り
、
儒
家
白
線
忠
ず
る
法
家
者
流
の
経
済
政
策

げ
か
現
実
の
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
州
、
塩
鉄
論
の
全
篇

を
通
じ
て
復
古
|
|
儒
教
的
礼
数
政
治
へ
の
ー
ー
の
主
張
は
、
賢
良

E

文

臨
八
十
ハ
巻

四
の
六

第
六
号

四
八.

学
に
よ
っ
て
繰
返
し
根
気
強
く
な
き
れ
て
い
る
が
、
唯
そ
れ
丈
で
は
道
古

而
不
ム
n
於
世
務
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
法
家
的
国
家
体
制
の
卜
E
少
し

で
も
多
〈
儒
教
的
な
政
策
を
高
り
込
む
必
要
を
、
儒
家
た
ち
が
感
ず
る
に

至
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
散
不
足
の
疾
を
説
い
て
財
政
文
出
の

在
り
方
に
批
判
を
加
え
、
ま
た
疑
不
足
を
諭
ず
る
際
に
も
、
単
に
人
民
の

経
済
生
活
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
|
|
人
病
環
不
起
を
衝
く
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
国
病
来
不
足
を
取
り
上
げ
て
国
家
財
政
の
バ
ラ
ン
ス
を
強
調
す
る
如

き
は
、
先
秦
時
代
の
儒
家
に
は
具
ら
れ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
で
み

た
よ
う
に
、
散
不
足
は
財
故
の
概
念
か
ら
出
揺
す
る
。
そ
の
散
不
止
を
社

会
的
主
病
酔
と
み
て
非
難
す
る
儒
家
の
論
議
白
中
に
、
梢
栂
的
な
肘
散
よ

り
も
む
し
ろ
積
極
的
な
財
政
を
可
と
す
る
思
想
を
汲
み
と
る
こ
と
が
出
米

た
。
さ
ら
に
人
柄
奨
不
足
と
同
時
に
同
病
疑
不
足
を
諭
子
る
点
に
お
い
て
、

財
政
の
機
能
に
刻
す
る
認
識
、
重
視
の
傾
向
を
認
め
る
の
で
あ
る
@
そ
し

て
、
散
不
足
粟
不
足
と
い
う
社
会
的
病
弊
を
除
去
し
た
町
内
組
的
社
会
経

済
の
在
り
方
と
し
て
気
脈
和
干
(
第
二
図
)
を
主
張
す
る
儒
家
の
前
か
ら

は
、
先
秦
儒
家
の
霊
炭
的

1
l商
・
工
等
の
経
済
活
動
を
蔑
視
す
る
|
|

思
愚
か
ら
の
脱
闘
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
塩
鉄
論
に
現
れ
た
情

家
財
政
思
想
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
、
消
椋
性
か
ら
の
脱
庄
を
挙
げ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
そ
の
第
二
の
物
徴
で
あ
る
が
、
や
は
り
穂
積
文
雄
博
士
に
よ
っ

て
挙
げ
ら
れ
た
先
秦
経
済
思
想
の
第
二
の
特
質
、
す
な
わ
ち
「
前
科
ザ
性
」

に
関
辿
す
る
。
勿
論
、
塩
鉄
諭
そ
の
も
の
は
、
塩
鉄
専
売
台
は
じ
め
と
す



る
経
研
問
題
に
力
点
が
あ
る
と
云
え
る
に
し
て
も
、
政
治
論
、
道
徳
論
に

関
連
し
て
説
か
れ
亡
い
る
の
で
あ
り
、
系
統
的
な
知
識
の
体
系
と
称
す
る

に
は
程
遠
い
も
の
が
あ
る
。
η

ぞ
れ
が
持
学
以
前
白
段
階
に
あ
る
こ
と
を
苔

む
者
で
は
な
い
が
、
し
か
し
タ
く
と
も
、
先
秦
時
代
に
比
較
し
て
一
歩
前

進
し
た
点
は
認
め
て
よ
し
い
で
あ
ろ
う
。
散
不
足
、
之
、
同
お
よ
び
人
の
疑
不

足
が
同
時
的
に
提
唱
さ
れ
た
こ
k
は
、
財
政
を
中
心
と
す
る
経
済
循
環
か
、

総
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
一
表
現
で
あ
る
、
と
見
た
い
。

中
央
集
権
的
古
代
帝
国
の
成
立
と
成
熟
D
聞
に
、
社
会
経
済
も
ま
た
進

展
を
、
と
げ
た
。
帝
国
内
の
各
地
域
聞
の
経
済
的
結
合
は
愈
々
密
接
と
な
り
、

総
合
経
済
的
様
相
生
波
く
し
た
。
財
政
と
閏
民
の
経
済
と
り
相
関
々
係
屯

一
日
間
緊
密
と
な
り
、
財
政
の
確
綻
は
前
節
に
み
た
よ
う
に
国
民
の
経
済
の

破
綻

r
つ
な
が
る
も
白
で
あ
り
、
国
民
の
経
済
同
一
破
時
か
ま
た
財
政
の
困

難
を
深
刻
に
す
る
悶
と
な
り
、
一
つ
の
悪
循
環
を
現
出
し
た
。
こ
の
よ
う

な
玩
実
に
由
面
し
て
は
、
儒
家
む
思
組
も
ま
た
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

悪
循
環
の
摂
院
を
者
停
に
求
出
た
彼
等
は
、
節
倹
を
基
と
す
る
財
政
緊
縮

を
実
現
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
気
脈
和
平
な
る
経
済
循
環
金
将
来
せ
ん

と
期
待
し
た
り
で
あ
る
。
こ
り
よ
う
に
、
経
済
秩
序
を
総
体
的
に
把
揮
し
、

経
済
現
象
を
総
合
的
な
立
場
か
ら
理
解
し
よ
う
予
と
す
る
態
度
は
、
少
く
と

も
先
秦
時
代
に
お
け
る
経
済
思
泊
。
前
科
学
性
か
ら
の
一
歩
前
進
と
認
め

て
よ
い
で
あ
ろ
う
の

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
国
言
論
第
四
篇
り
序
論
に
お
い
て
、
経
済
学
の
白

仰
を
説
い
て
云
う
。

「
散
不
足
」
と
「
紫
不
足
」
伺

そ
の
第
一
は
、
国
民
に
対
し
て
豊
定
な
る
収
入
又
は
生
計
の
資
を
供

す
る
こ
と
ア
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
は
彼
等
を
し
て
そ
う
い
う
収
入
ま
た
は

生
計
の
資
を
朗
ら
得
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
と
い
っ
た
力
が
よ
い
か
も

月
ハ
テ
ィ
ー
r
u
u
t
y
o
-
-
ゐ
ス

知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
第
二
は
、
同
家
ま
た
は
協
同
社
会
に
公
共
の

職
務
を
行
う
肥
十
分
な
る
収
入
を
供
給
す
る
こ
レ
乙
で
あ
る
。
こ
の
学
問

ピ
l
プ
リ
ハ
ソ
ア
リ

は
人
民
と
元
首
の
両
者
を
宮
ま
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Lι

。精
細
な
体
系
的
理
論
に
欠
け
る
と
は
い
え
、
塩
鉄
諭
の
中
で
儒
家
た
ち

が
、
国
家
の
緊
不
足
と
同
時
に
人
民
の
褒
不
足
を
指
摘
し
、
国
家
・
人
民

の
両
者
を
同
時
的
に
富
裕
な
ら
し
め
る
、
円
滑
な
経
済
循
環
た
る
気
脈
和

平
を
提
唱
し
た
と
と
は
、
総
合
的
立
場
か
ら
現
実
の
経
済
に
接
近
し
、
そ

の
病
弊
を
検
出
L
、
且
っ
そ
の
対
策
を
樋
立
し
た
も
?
と
し
て
、
高
く
評

価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω
先
秦
経
掠
別
加
盟
史
論
第
六
草
結
論
。

ω
同
右
、
第
二
草
第
一
節
孔
子
心
経
掛
思
担
。

ω
掛
川
啓
超
先
秦
政
治
思
組
史
重
沢
俊
郎
沢
三
五
二
氏
。

川
刊
塩
鉄
諭
刺
復
第
十
(
大
夫
)

ω
穂
秘
文
昨
前
掲
書
第
二
章
第
一
節

百
一
頁
。

ω
同
前
、
第
六
章
結
前

の
大
内
兵
衛
訳
困
宙
論
(
持
波
文
庫
)
同

第
八
十
六
巻

第
六
号

回
。
七

孔
子
の
経
済
思
想

(
完
)

四
九


